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｜参考資料２１

｢知的財産政策ビジョン」（案）で示されている今後の検討課題

平成２５年５月

現在、知的財産戦略本部で検討されている「知的財産政策ビジョン」（案）の中で、以

下のとおり、著作権関連の課題について検討の方向性が示されている。

（平成２５年４月１７日知的財産戦略本部コンテンツ強化専門調査会（第４回）

配布資料１：知的財産政策ビジョン（案）より抜粋）

|出版関連小委員会関係

第３・デジタル，ネットワーク社会に対応した環境整備

３．コンテンツ産業の市場拡大に向けた環境醸成

（５）電子書籍の普及促進

○海外の巨大プラットフォーム事業者などに対する交渉力向上や模倣品｡海賊版対

策などのため、電子書籍に対応した出版権の整備など出版者への権利付与や、書籍

の出版・電子配信に係る契約に関する課題について早期に検討を行い、必要な措置
を講じる。（文部科学省）

|法制・基本問題小委員会関係
自〆Ｌ

第３デジタル｡ネットワーク社会に対応した環境整備
１．コンテンツ産業を巡る生態系変化への対応

○クラウドネットワーク、ソーシャルサービスといったメディアの進展、ユーザー・

ジェネレイテッド・コンテンツの拡大などを踏まえ、インターネットを活用したユー

ザーが作り出す新たなコンテンツの創造と自由な利用の促進を図る観点から、クリエ

イティブ・コモンズ・ライセンスといったパブリックライセンスの普及などについて

検討を行い、非営利目的での利用のみならず産業利用も含めたコンテンツ利用の促進
に必要な措置を講じる。（文部科学省）
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3．コンテンツ産業の市場拡大に向けた環境醸成

（１）新しい産業の創出環境の形成に向けた制度整備

○著作物の公正な利用と著作物の適切な保護を調和させ、新しい産業と文化の発展

を続けるため、クラウドサーピスやメーデイア変換サービスといった新たな産業の創

出や拡大の促進する全体的な法的環境の整備を図るため、著作権の権利制限規定の

見直しや円滑なライセンシング体制の構築などの制度の在り方について検討を行

い、必要な措置を講じる。（文部科学省）

（２）クリエーターへの適切な対価還元に向けた制度整備

○クリエーターへ適切な対価が還元されるよう、私的録音録画補償金制度について、

引き続き制度の見直しを行うとともに、必要に応じて当該制度に代わる新たな仕組

みの導入を含む抜本的な検討を行い、コンテンツの再生産につながるサイクルを生

み出すための仕組みを構築する。（文部科学省、経済産業省）

（３）新しい産業の創出“拡大に向けたコンテンツの権利処理の円滑化

○放送番組などの二次利用を促進するため、コンテンツに関する実演家及びレコー

ドそれぞれについて、権利情報の一元的管理や権利処理を集中的に行う機関を整備

するなど権利処理の円滑化のための環境整備の取組を推進する。（総務省、文部科
学省）

○孤児著作物を含む過去の膨大なコンテンツ資産の権利処理の円滑化によりその

利用を促進するため、著作権者不明の場合の裁定制度の在り方を見直し、権利者不
明の立証負担の軽減や標準処理期間の短縮などにより、手続きの簡素化、迅速化を
推進する。（文部科学省）

○放送コンテンツのインターネット配信に係る権利処理の円滑化を図るため、放送
番組製作時における二次利用の許諾を含めた契約の在り方や、放送後一定期間内の
インターネット配信・ウェブキヤステイングに係る権利処理の在り方など、契約や

関連法制度上の課題について検討を行い、必要な措置を講じる。（総務省、文部科
学省）

○産業財産的に製作されるコンテンツの利用の円滑化を図るため、ライセンス契約

などにより著作物などの権利帰属を一元化したライセンシーを保護することで、法

的安定性や二次利用の円滑化に資する新たな仕組みも含めて検討を行い、必要な措
置を講じる。（文部科学省）
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○コンテンツのグローバルな流通と適正な保護を促進するため、コンテンツにＩＤ

を付与し、権利処理に係る情報を集約するデータベースの整備とコンテンツ利用に
係る対価の徴収。分配システムの整備を促進する。（総務省、文部科学省）

○知財総合支援窓口において、グローバル展開、著作権、不正競争防止法関連など
の相談機能についても、関係機関と連携した支援を含め総合的に強化していくとと
もに、各省においてセミナーの開催など普及啓発活動を強化する。（再掲）（経済産
業省、文部科学省）

４．デジタル”ネットワーク環境促進の基盤整備

（１）文化資産のデジタル･アーカイブ化の促進

○新たな産業や文化創造の基盤となる知的インフラを構築するため、書籍、映画、
放送番組、音楽、アニメ、マンガ、ゲーム、デザイン、写真、文化財といった文化
資産及びこれらの関連資料などのデジタル・アーカイブ化を促進するとともに、各
アーカイブ間の連携を実現するための環境整備及び海外発信の強化について検討
し、必要な措置を講じる。（総務省、文部科学省、経済産業省）

（２）教育の情報化の推進

○すべての小。中学校において児童生徒１人１台の情報端末によるデジタル教科
書．教材の活用を始めとする教育の情報化の本格展開が急務であり、実証研究など
の状況を踏まえつつ、情報通信環境の整備や情報端末の標準的な規格の策定を進め
るとともに、デジタル教科書・教材の位置付け及びこれらに関連する教科書検定制
度などの在り方と併せて著作権制度上の課題を検討し、必要な措置を講じる。（文
部科学省、総務省）

|国際小委員会関係’
第１．産業競争力強化のためのグローバル知財システムの構築
１．企業の海外での事業活動を支えるグローバル知財システムの構築
（２）海外における知財活動支援（アジア新興国などにおける知財権に基づくエンフオ

ースメントなどの支援体制の強化）

○著作権制度の環境整備を進めるため、アジア新興国のニーズや制度の整備状況を
踏まえ、著作権の集中管理制度の整備、人財育成、普及啓発活動に対する支援を一
層推進し､新興国における著作権のエンフォースメントを促進する。(文部科学省）
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○コンテンツ侵害への対応の強化に資する著作権保護や違法コンテンツ流通防止

に向けた普及啓発活動を行うため、官民のアウトリーチ活動を積極的に推進する。
（文部科学省）

角

（３）知財活動の円滑化に向けた通商関連協定の活用

○自由貿易協定（ＦＴＡ）／経済連携協定（ＥＰＡ)、投資協定などの二国間・多
国間協定の交渉の機会を通じて、グローバルな企業活動を阻害する知的財産分野に
おける国際的な問題の解決。改善を図る°我が国産業界などの要望を踏まえつつ、

交渉相手国の知的財産制度の整備や実効的な法執行の確保などを促し、また、ＴＲ

ＩＰｓ協定などの規定を上回る水準の知的財産の保護が達成されるよう、積極的に

働きかける６特に、環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定については、産業界
を始めとした関係者の意見を踏まえつつ､国益にかなう最善の結果を追求する。(外

務省、経済産業省、農林水産省、文部科学省、財務省）

第４・コンテンツを中心としたソフトパワーの強化

６．模倣品。海賊版対策の強化

（１）正規品の流通拡大と一体となった侵害対策の推進

○模倣品・海賊版対策を強化するため、官民一体となった働きかけにより侵害発生
国での模倣品・海賊版の取締りやインターネット上からの削除といったエンフォー

スメントの一層の強化を図るとともに、侵害対策と一体となった正規コンテンツの

流通促進のための取組を支援する。（外務省、経済産業省、総務省、文部科学省､、
財務省、農林水産省）

Ｆ
昭

○侵害発生国における企業などの効果的な知的財産権保護を促進するため、侵害発

生国の知的財産制度の調査及び情報提供、侵害コンテンツの流通防止に向けた普及
啓発などの取組を積極的に推進する。（経済産業省、文部科学省、外務省）

（２）国内取締りの強化

○模倣品・海賊版の水際対策や違法な国内流通品の取締りを一層強化するため、全
国の税関・警察による集中取締りや、小口化・分散化する知財侵害物品の輸入差止

めに向けた権利者との一層の連携などを実施するとともに、ニセモノ購入を容認す

る意見が依然として根強い状況に鑑み、国民の模倣品・海賊版に対する意識啓発を
推進する。（財務省、警察庁、経済産業省、文部科学省）

（３）ＡＣＴＡの推進

○ＡＣＴＡに関し、既署名国を中心とした他国に対して、ハイレベルを含めた働き

かけをより積極的に進めることにより、協定の早期発効を目指すとともに、アジア

をはじめとする諸外国に対し協定への理解・参加を促す。（外務省、経済産業省、

文部科学省、農林水産省、総務省、法務省、財務省）
（以上）
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